
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 62 号 平成 30 年 1 月 29 日（月） 

発行 税理士法人 KJ グループ 

〒536-0006 

大阪府野江 4丁目 1番 6号 

TEL：（06）6930-6388 

FAX：（06）6930-6389 

■平成 29 年分確定申告のポイント■ 
平成 29 年分の確定申告書の受付は平成 30 年 2 月 16 日（金）から同年 3 月 15 日（木）までです。改正点を中心に

改めて確認してみましょう。 

 

 1. 平成 29 年分の所得税等の確定申告から適用される主な改正事項 

(1) その年中の健康の保持増進及び疾病の予防として、一定の取組を行う居住者が、平成 29 年 1 月 1 日以後に自

己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除

は、その者の選択によりセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができるとされま

した。 

(2) 医療費控除について、その適用を受ける者は、「医療費控除の明細書」又は医療保険者等が発行する医療費

通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました(セルフメディケーション税制に

よる医療費控除の特例を適用する場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。)。  

(3) 給与所得控除の上限額が 220 万円（給与収入 1,000 万円を超える場合の給与所得控除額）に引き下げられま

した。  

(4) 特定増改築等住宅借入金等特別控除について、その適用対象となる工事に特定断熱改修工事と併せて行う特

定耐久性向上改修工事を加えるとともに、税額控除率 2％の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定断熱改修

工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等に要した費用に相当する住宅 借入金等が加えられました。 

(5) 住宅特定改修特別税額控除について、その適用対象となる工事に住宅耐震改修又は一般断熱改修工事と併せ

て行う耐久性向上改修工事等を加えるとともに、その控除額を住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等に係る標

準的な工事費用相当額及び耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相 当額の合計額（250 万円(一般

断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、350 万円)を限度）の 10％に相当する金

額とされました。 

 

2. セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 

セルフメディケーション税制とは健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成 

29 年 1 月 1 日から平成 33 年 12 月 31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係

る一定のスイッチＯＴＣ医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額の合計額が 

1 万 2 千円を超えるときは、その超える部分の金額（その金額が 8 万 8 千円を超える場合には 8 万 8 千円）につ

いて、その年分の総所得金額等から控除されます。 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療

費控除の特例は選択適用となります。また、医療費控除又はセルフメディケーション税制による医療費控除の特

例を受けるには、「明細書」の添付が必要です。 

平成 29 年分の確定申告から、医療費等の領収書の添付又は提示は不要になりましたが、医療費の領収書は自宅

で 5 年間保存する必要があります。 

 

3. 平成 30 年分以降適用の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し 

平成 29 年度税制改正により、控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者

控除の額が改正されました。なお、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用は

できないこととされました。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を 38 万円超 123 万円以

下（改正前：38 万円超 76 万円未満）とし、その控除額が改正されました。 

これらの改正は平成 30 年分以後に適用されます。  

 

 

(出典 税務懇話会)  

              


